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Ⅲ．大都市圏における都市環境インフラの再生 

 

豊かでうるおいのある質の高い都市生活を実現するため、大都市圏の既成

おいて、自然環境を保全・創出・再生することにより水と緑のネットワークを

生態系の回復、ヒートアイランド現象の緩和、自然とのふれあいの場の拡大

１ ．まとまりのある自然環境の保全 

大都市に残された貴重な財産であるまとまりのある自然について、そ

このため、大都市に残る保全すべき自然環境を総点検した上で、それら

な施策の強化等を図る。 
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